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第８９２回 

宿 毛 市 農 業 委 員 会 会 議 

 
１．日　時　　令和７年１１月６日（木曜日）午後１時３０分 
 
２．場　所　　宿毛市役所３階　３０３会議室 
 
３．出席者（１８名） 

１番　稲田　義敬　　　２番　山口　一晴　　　３番　濵田　頼之 
４番　山本　欣史　　　５番　岩本　誠司　　　６番　井垣　水里 
７番　澤田　誠規　　　８番　川田　直樹　　　９番　小島　久司 

１０番　寺田　　巧　　１１番　羽賀　大透 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
１番　松本　　功　　　２番　保田　　稔　　　３番　川島　照久 
４番　堀内　愛貴　　　５番　赤星　文香　　　６番　山本　　大 
７番　浦田　久永 

 
４．欠席者（０名） 

------------------------------------------------------------------------------------------------　 
 
５．事務局等出席者 
事務局長兼農地係長　小松　憲司　　　事務局　会計年度任用職員　福井　舗子 
 

６．付議案件 
議案第１号　　農地法第３条許可申請審査について 
議案第２号　　農地法第５条許可申請審査について 
議案第３号　　宿毛市農用地利用集積等促進計画について 
議案第４号　　農用地利用集積等促進計画案の意見聴取について（諮問） 
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〇会　　長　　　（招集あいさつ） 
 
○議　　長　　　これより、第８９２回宿毛市農業委員会の会議を開会します。 
 
〇議　　長　　「議事録署名委員」の指名を行います。 

議事録署名委員は、３番　濵田　頼之　委員、４番　山本　欣史　委員

にお願いします。 
 
○議　　長　　　議案第１号「農地法第３条許可申請審査について」を議題といたします。 
 
○議　　長　　　事務局と委員より議案の説明をお願いいたします。 
 
○事務局員　　　議案第１号「農地法第３条許可申請審査について」ご説明いたします。 
　　　　　　　　議案書は１ページになります。 

受付番号１６番、橋上地区です。場所は２ページに位置図をつけており

ますが、旧橋上小学校前、県道沿いと川向こうの農地２筆です。売買によ

り所有権を移転するものです。 
水稲を栽培するとの計画が出されています。 
宿毛市農業振興地域整備計画の農用地区域内農地になります。 
 
受付番号１７番、小筑紫町湊地区です。場所は３ページに位置図をつけ

ておりますが、国道から旧道に入ったところにある農地１筆です。贈与に

より所有権を移転するものです。 
果樹を栽培するとの計画が出されています。 
本申請は双方から委任を受けた西川行政書士から提出されております。 
 
受付番号１８番、山田地区です。場所は４ページに位置図をつけており

ますが、東竹石地区集会所近くの農地１筆です。贈与により所有権を移転

するものです。季節野菜を栽培するとの計画が出されています。 
 
受付番号１９番、山田地区です。場所は５、６ページに位置図をつけて

おりますが、東竹石地区集会所近くの農地３筆と山田八幡宮近くの農地１

筆です。季節野菜を栽培するとの計画が出されています。 
 
以上４件につきましては、農地法第３条第２項各号に該当しないため許

可要件を満たしていると考えております。 
説明については、以上になります。ご審議のほどよろしくお願いします。 
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○議　　長　　　続きまして、受付番号１６番について、橋上地区担当の濵田委員より説

明をお願いいたします。 
 
○濵田委員　　　【議案書をもとに１６番を読み上げる】 
　　　　　　　　 
○議　　長　　　続きまして、受付番号１７番について、小筑紫地区担当の羽賀委員より

説明をお願いいたします。 
 
○羽賀委員　　　【議案書をもとに１７番を読み上げる】 
 
○議　　長　　　続きまして、受付番号１８番及び１９番について、山田地区担当の小島

委員より説明をお願いいたします。 
 
○小島委員　　　【議案書をもとに１８番及び１９番を読み上げる】 
 
○議　　長　　　事務局と委員より説明がありましたが、これに対するご意見、ご質問は　　　　　　　 
　　　　　　　ございませんか。 
 

（審議中） 
 
○議　　長　　　意見はございませんか。 

 
（「なし」との声あり） 

 
○議　　長　　　ないようですので、これより採決をいたします。 

議案第１号「農地法第３条許可申請審査について」４件の報告があり、 
審議の結果問題ないということですので、原案のとおり決することにご異

議ございませんか。 
 
（「異議なし」との声あり） 

 
○議　　長　　　異議なしと言うことですので、「議案第１号　農地法第３条許可申請審査

について」４件は、許可することに決しました。 
 
○議　　長　　　続きまして、議案第２号「農地法第５条許可申請審査について」を議題

といたします。 
 
○議　　長　　　事務局と委員より議案の説明をお願いします。 
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○事務局長　　　説明 
 
○議　　長　　　続きまして、受付番号３番について、橋上地区担当の濵田委員より説明

をお願いいたします。 
 
○濵田委員　　　【議案書をもとに３番を読み上げる】 
 
○議　　長　　　事務局と委員より説明がありましたが、これに対するご意見、ご質問は

ございませんか。 
 
　　　　　　　　（審議中） 
 
○議　　長　　　意見はございませんか。 
 

（「なし」との声あり） 
 
○議　　長　　　これより、採決をいたします。 
　　　　　　　　議案第２号「農地法第５条許可申請審査について」１件の報告があり、

審議の結果問題ないということですので、原案のとおり決することにご異議

ございませんか。 
 

（「異議なし」との声あり） 
 
○議　　長　　　異議なしということですので、「議案第２号」１件は、意見を附して県に

送付することに決しました。 
 
○議　　長　　　続きまして、議案第３号「宿毛市農用地利用集積等促進計画について」

を議題といたします。 
 
○議　　長　　　事務局と委員より説明をお願いいたします。 
 
○事務局員　　　議案第３号「宿毛市農用地利用集積等促進計画について」ご説明いたし

ます。 
　　　　　　　　議案書は９ページから１０ページになります。 
　　　　　　　　受付番号２７番から３３番における利用権設定の借主は、「農地中間管理

機構」である「公益財団法人高知県農業公社」であります。 
　　　　　　　　まず、議案第３号として各所有者から機構へ農地を貸す利用権設定を審

議していただき、後ほど１１ページから１２ページにあります議案第４号と
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しまして配分計画案に対するご意見をお願いできればと思います。 
 
　　　　　　　　受付番号２７番につきましては、大深浦地区における農地４筆につきま

して、面積６，５４３㎡、設定期間は２０年で、利用権の種類は使用貸借に

なります。登記地目は田、現況地目は畑で果樹を栽培するとの計画が出され

ております。 
 
　　　　　　　　受付番号２８番につきましては、押ノ川地区における農地８筆につきま

して、面積４，５２７㎡、設定期間は２０年で、利用権の種類は使用貸借に

なります。登記地目は田、現況地目は畑で果樹を栽培するとの計画が出され

ております。 
 
　　　　　　　　受付番号２９番につきましては、山奈町山田字長尾分２０２番１、１筆

につきまして、面積７００㎡、設定期間は５年で、利用権の種類は使用貸借

になります。登記及び現況地目は田で水稲を作るとの計画が出されておりま

す。 
 
　　　　　　　　受付番号３０番につきましては、山奈町山田字長尾分２０３番、１筆に

つきまして、面積７４５㎡、設定期間は５年で、利用権の種類は使用貸借に

なります。登記及び現況地目は田で水稲を作るとの計画が出されております。 
 
　　　　　　　　受付番号３１番につきましては、山奈町山田字長尾分２０４番、１筆に

つきまして、面積１，４２６㎡、設定期間は５年で、利用権の種類は使用貸

借になります。登記及び現況地目は田で水稲を作るとの計画が出されており

ます。 
 

受付番号３２番につきましては、山奈町山田字井ノ上６３番、１筆につき

まして、面積３，１１３㎡、設定期間は５年で、利用権の種類は使用貸借に

なります。登記及び現況地目は田で水稲を作るとの計画が出されております。 
 

受付番号３３番につきましては、山奈町山田字タクミダ３５７番、１筆に

つきまして、面積２，４３５㎡、設定期間は５年で、利用権の種類は使用貸

借になります。登記及び現況地目は田で水稲を作るとの計画が出されており

ます。 
 
　　　　　　　　以上７件につきましては、農地中間管理事業の推進に関する法律第１８

条第５項第２号及び第３号に規定する要件を満たしていると事務局は考え

ております。 
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　　　　　　　　説明は以上となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
 
○議　　長　　　続きまして、受付番号２７番について、西地区担当の山口委員より説明

をお願いいたします。 
 
○山口委員　　　【議案書をもとに２７番を読み上げる】 
 
○議　　長　　　続きまして、受付番号２８番について、押ノ川地区担当の稲田委員より

説明をお願いいたします。 
 
○稲田委員　　　【議案書をもとに２８番を読み上げる】 
 
○議　　長　　　続きまして、受付番号２９番から３３番について、山田地区担当の小島

委員より説明をお願いします。 
 
○小島委員　　　【議案書をもとに２９番から３３番を読み上げる】 
 
○議　　長　　　事務局と委員より説明がありましたが、これに対するご意見、ご質問は

ございませんか。 
 
　　　　　　　　（審議中） 
 
○議　　長　　　意見はございませんか。 
 
　　　　　　　　（「なし」との声あり） 
 
○議　　長　　　これより採決をいたします。 
　　　　　　　　議案第３号「宿毛市農用地利用集積等促進計画について」７件の報告が

あり、審議の結果、問題ないということですので、原案のとおり決すること

にご異議ございませんか。 
 
　　　　　　　　（「異議なし」との声あり） 
 
○議　　長　　　異議なしということですので、「議案第３号」７件は、市に通知すること

に決しました。 
 
○議　　長　　　続きまして、議案第４号「農用地利用集積等促進計画案の意見聴取につ

いて」を議題といたします。 
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○議　　長　　　産業振興課、舛谷補佐より議案の説明をお願いいたします。 
 
○舛谷補佐　　　産業振興課、舛谷です。よろしくお願いします。 
 
○議　　長　　　担当課より説明がありましたが、これに対するご意見、ご質問はござい

ませんか。 
 

（審議中） 
 
○議　　長　　　意見はございませんか。 
 
　　　　　　　　（「なし」との声あり） 
 
○議　　長　　　それでは、これより採決をいたします。 
　　　　　　　　議案第４号「農用地利用集積等促進計画（案）の意見徴取について」担

当課より説明があり、審議の結果問題ないということですので、原案のとお

りこの計画案を適当と認め、市に答申することにご異議ございませんか。 
 
　　　　　　　　（「異議なし」との声あり） 
 
○議　　長　　　異議なしと言うことですので、「議案第４号」７県は、市に答申すること

に決しました。 
 
（協議事項） 
 
○議　　長　　　続きまして、協議事項にはいります。 

非農地の報告について事務局と委員よりお願いいたします。 
 
○事務局長　　　非農地証明についてご報告いたします。 
　　　　　　　　受付番号１９番、申請場所、所在地、大字山奈町山田、登記地目は畑１ 

筆、１４ページに位置図を付けております。 
　　　　　　　　場所は、大字山奈町山田。竹石地区。東竹石地区集会所手前付近。 

申請者は令和５年９月に相続により所有権を取得しましたが、長年県外 
で居住しており、今後戻る予定もないことから、このたび実家と農地を処

分することとなりました。 
　なお、農地につきましては、先ほど「議案１号」農地法第３条許可申請

（受付番号１８番）にてご審議いただいた内容になります。申請地は市道

に面しており、実家へ通じる進入路として昭和５２年頃より道路として利
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用されており現在に至る。現況は公衆用道路です。 
なお、本申請は委任を受けた山下行政書士から提出されておりますこと 
を申し添えます。 

 
　　　　　　　　受付番号２０番。申請場所、所在地大字押ノ川、登記地目は畑１筆、１ 

５ページに位置図を付けております。 
　　　　　　　　場所は、大字押ノ川。国道５６号線押ノ川、聖ヶ丘病院前交差点から市 

道を北側へ進み、中村宿毛道路沿いに位置しております。 
　　　　　　　　申請者は、生前、建築業を営んでおり平成１２年１０月に売買により申 

請地を取得。現在に至る。現在、相続登記の手続き中です。現況は宅地で 
す。 
なお、本申請は委任を受けた山下行政書士から提出されておりますこと 
を申し添えます。 

　　 
　　　　　　　　受付番号２１番。申請場所、所在地大字松田町、登記地目は畑１筆、１ 

６ページに位置図を付けております。 
　　　　　　　　場所は、大字松田町。宿毛中学校北側、住宅地内の一角に位置しており 

ます。申請地は、日本郵政公社が昭和４３年従業員用の住宅を建築、住宅 
地として利用していましたが、令和４年３月２日に取り壊し、現在は更地 
となっております。住宅地の一角ではありますが、今後建物建築の予定は 
ありません。現況は宅地です。 
なお、本申請は委任を受けた山下行政書士から提出されておりますこと 
を申し添えます。 

 
　　　　　　以上、農地への復帰は困難と考えます。ご審議のほどよろしくお願いい 

たします。 
 
○議　　長　　　続きまして、受付番号１９番について、山田区担当の小島委員より説明

をお願いいたします。 
 
○小島委員　　　【議案書をもとに１９番を読み上げる】 
 
○議　　長　　　続きまして、受付番号２０番及び２１番について、押ノ川地区及び街区

地区担当の稲田委員より説明をお願いいたします。 
 
○稲田委員　　　【議案書をもとに２０番及び２１番を読み上げる】 
 
○議　　長　　　事務局と委員より説明がありましたが、これに対するご意見、ご質問は



9 

ございませんか。 
 

（審議中） 
 

〇議　　長　　　意見はございませんか。 
 

（「なし」との声あり） 
 

〇議　　長　　　これより採択をいたします。 
　　　　　　　　非農地証明３件につきましては、審議の結果問題ないということですの

で、適当と認め証明することにご異議ございませんか。 
 
（「意義なし」との声あり） 
 

○議　　長　　　異議なしと言うことですので、非農地証明１件は、証明することに決し

ました。 
 

（報告事項） 
 
○議　　長　　　事務局より報告事項があります。 
 
〇事務局長　　　①次回会議の日程（１１月２７日（木曜日））について 
　　　　　　　　なお、岩本会長は、１１月２７日、２８日の両日、東京都内で開催され

ます全国農業委員会会長代表者集会へ参加予定につき、定例会は欠席とな

りますので、申し添えます。 
 
○議　　長　　　ほかに何かありませんか。 
 

（「なし」との声あり） 
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議　　長 それでは、以上で今期定例会議の議事は全て終了いたしました。 
これで第８９２回宿毛市農業委員会会議を閉会します。 

 
 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　午後２時３０分閉会 
　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　令和７年１１月６日 
 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　会　　長 
 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　農業委員 
 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　農業委員 
 
 


